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税務行政のデジタル・トランスフォーメーション（DX）
－デジタルインボイスを踏まえて－

1
�
わ
が
国
に
お
け
る
税
務
行
政
の
Ｄ
Ｘ
の
動
き

税
務
行
政
に
デ
ジ
タ
ル
・
ト

ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン

（
以
下
、「
Ｄ
Ｘ
」）
が
導
入
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
税
務
行

政
自
体
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が

も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
ま
た
、
税
務
行
政
の
Ｄ
Ｘ

を
推
進
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
ど
の
よ
う
な
影
響
が
出
て

く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

わ
が
国
で
税
務
行
政
の
Ｄ
Ｘ

を
考
え
た
場
合
に
、
新
機
軸
に

な
る
の
は
、
消
費
税
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、

消
費
税
制
度
の
世
界
は
、
デ
ジ

タ
ル
イ
ン
ボ
イ
ス
を
導
入
し
て

デ
ジ
タ
ル
化
を
図
り
、
そ
の
上

で
Ｄ
Ｘ
を
実
現
で
き
る
試
金
石

足
り
う
る
と
考
え
る
。
消
費
税

制
度
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
を
も
と

に
仕
訳
取
引
を
中
心
と
し
て
課

税
体
系
が
構
築
さ
れ
て
お
り
、

体
系
化
し
や
す
い
と
い
う
こ
と

が
掲
げ
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
電
子
申
告
や
単
な

る
イ
ン
ボ
イ
ス
の
電
子
化
だ
け

で
は
、
デ
ジ
タ
ル
化
に
な
ら

ず
、
帳
簿
や
証
憑
を
含
め
た
上

で
、
一
連
の
シ
ス
テ
ム
と
し

て
、
デ
ジ
タ
ル
化
を
構
築
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
、
初
め
て
Ｄ
Ｘ
構
築
の
一

歩
が
踏
み
出
せ
る
と
考
え
る
。

わ
が
国
の
消
費
税
制
度
を
中

心
と
し
た
税
務
行
政
に
お
け
る

Ｄ
Ｘ
の
動
き
を
み
る
と
、
令
和

5
年
10
月
1
日
よ
り
、
適
格
請

求
書
保
存
方
式
（
イ
ン
ボ
イ
ス

方
式
）
が
導
入
さ
れ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
こ
れ
に
合
わ
せ
て
、

デ
ジ
タ
ル
イ
ン
ボ
イ
ス
も
導
入

さ
れ
て
い
る
1
。
こ
の
デ
ジ
タ

ル
イ
ン
ボ
イ
ス
の
導
入
は
、
令

和
2
年
12
月
25
日
に
閣
議
決
定

さ
れ
た
「
デ
ジ
タ
ル
ガ
バ
メ
ン

ト
実
行
計
画
」
に
お
い
て
、
事

業
者
の
バ
ッ
ク
オ
フ
ィ
ス
業
務

の
効
率
化
の
た
め
請
求
デ
ー
タ

標
準
化
の
観
点
よ
り
、
そ
の
必

要
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
2
。

税
務
の
面
で
も
、
令
和
3
年

6
月
に
公
表
さ
れ
た
国
税
庁
に

よ
る
「
税
務
行
政
の
Ｄ
Ｘ
―

税
務
行
政
の
将
来
像
2
・
0

―
」（
以
下
、「
税
務
行
政
の

将
来
像
2
・
0
版
」
と
い
う
）

に
お
い
て
、
そ
の
推
進
に
つ
い

て
述
べ
ら
れ
て
い
る
3
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
従
前
の
「
納
税
者

の
利
便
性
の
向
上
」
と
「
課
税

・
徴
収
事
務
の
効
率
化
・
高
度

化
等
」
を
中
心
と
し
た
税
務
行

政
の
Ｄ
Ｘ
施
策
を
進
め
て
い
こ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
4
。

さ
ら
に
、
令
和
5
年
6
月
に

国
税
庁
に
よ
り
「
税
務
行
政
の

Ｄ
Ｘ
税
務
行
政
の
将
来
像

2

0
2
3
」（
以
下
、「
税
務
行
政

の
将
来
像
2
0
2
3
年
版
」
と

い
う
）
と
題
し
て
、
先
の
「
税

務
行
政
の
将
来
像
2
・
0
版
」

の
改
定
版
が
発
出
さ
れ
た
5
。

「
税
務
行
政
の
将
来
像
2
・
0

版
」
で
検
討
さ
れ
て
い
た
⑴

「
納
税
者
の
利
便
性
の
向
上
」

と
⑵
「
課
税
・
徴
収
事
務
の
効

率
化
・
高
度
化
等
」
に
加
え

て
、
こ
の
「
税
務
行
政
の
将
来

像
2
0
2
3
年
版
」
で
は
、
新

た
に
⑶
「
事
業
者
の
デ
ジ
タ
ル

化
促
進
」
を
加
え
た
3
つ
の
柱

に
基
づ
い
て
施
策
が
進
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
⑶
「
事

業
者
の
デ
ジ
タ
ル
化
促
進
」
を

進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
業
者

が
行
う
事
務
処
理
を
一
貫
し
て

デ
ジ
タ
ル
処
理
を
行
う
こ
と
を

目
標
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
事
業
者
の
部
分
的

業
務
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
と
ど
ま

ら
ず
、
業
務
全
体
化
を
目
指
す

も
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と

は
、
一
事
業
者
に
留
ま
ら
ず
、

事
業
者
を
め
ぐ
る
す
べ
て
の
取

引
相
手
の
み
な
ら
ず
金
融
機

関
、
行
政
機
関
、
そ
の
他
の
利

害
関
係
者
も
デ
ジ
タ
ル
化
す
る

こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
。

税
務
業
務
に
お
い
て
デ
ジ
タ

ル
イ
ン
ボ
イ
ス
の
活
用
が
広
ま

る
こ
と
は
、
税
務
手
続
の
簡
便

化
だ
け
で
は
な
く
、
単
純
誤
り

の
防
止
に
よ
る
正
確
性
の
向
上

や
、
業
務
の
効
率
化
に
よ
る
生

産
性
の
向
上
等
に
も
つ
な
が
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
国
民
の

意
識
改
革
に
も
つ
な
が
る
と
考

え
る
。
ま
た
、
国
税
当
局
側

も
、
事
務
処
理
コ
ス
ト
の
削
減

や
効
率
化
、
得
ら
れ
た
デ
ー
タ

の
活
用
等
を
通
じ
て
、
更
な
る

課
税
・
徴
収
事
務
の
効
率
化
・

高
度
化
を
進
め
ら
れ
る
も
の
と

考
え
て
い
る
。

デ
ジ
タ
ル
イ
ン
ボ
イ
ス
を
導

入
し
て
早
期
に
定
着
さ
せ
た
う

え
で
、
消
費
税
制
度
全
般
の
デ

ジ
タ
ル
化
を
図
る
た
め
に
は
、

ビ
ジ
ネ
ス
プ
ロ
セ
ス
全
体
の
デ

ジ
タ
ル
化
を
推
進
し
税
務
行
政

の
Ｄ
Ｘ
を
実
現
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
当

然
の
こ
と
な
が
ら
会
計
シ
ス
テ

ム
や
そ
の
基
と
な
る
帳
票
類
も

含
め
た
シ
ス
テ
ム
間
で
の
シ
ー

ム
レ
ス
で
ス
ム
ー
ズ
な
デ
ー
タ

連
携
を
実
現
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

2
�
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
お
け
る
税
務
行
政
の
Ｄ
Ｘ
の
動
き

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
で
は
、
社
会
が
コ

ロ
ナ
禍
前
に
戻
り
つ
つ
あ
る

中
、
税
務
当
局
と
し
て
も
納
税

者
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
意
識

の
向
上
に
取
り
組
む
べ
き
で
あ

る
と
の
意
見
が
多
く
出
さ
れ

た
6
。
コ
ロ
ナ
禍
を
契
機
と
し

て
、
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
や
デ
ジ

タ
ル
化
が
進
ん
だ
結
果
、
職
員

の
働
き
方
や
税
務
行
政
の
在
り

方
も
変
化
し
て
き
て
い
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
た
7
。
そ
の
結
果

税
務
行
政
面
で
も
デ
ジ
タ
ル
化

を
進
め
る
こ
と
が
よ
り
一
層
重

要
な
課
題
と
な
っ
た
8
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
は
、
税
務
行
政
の
Ｄ
Ｘ

に
関
す
る
指
針
に
つ
い
て

「Tax
Adm

inistration
3.0

：The
D
igital

T
rans

form
ation

of
Tax

Adm
i

nistration

」
を
令
和
2
年

に
公
表
し
て
い
る
9
。
さ
ら

に
、
令
和
4
年
に
は
、
改
訂
版

で
あ
る
「Tax

A
dm
inistra

tion
3.0

―U
p
D
ate
N
ext

Steps

」
を
公
表
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
10
。

こ
の
指
針
は
、
デ
ジ
タ
ル
ツ

ー
ル
、
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
チ
ャ
ネ
ル
、
そ
し
て
大

規
模
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

に
よ
っ
て
新
た
な
機
会
が
提
供

さ
れ
て
い
る
こ
と
。
内
部
お
よ

び
外
部
の
情
報
資
源
の
増
加
に

よ
り
、
納
税
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス

が
向
上
し
、
よ
り
良
い
サ
ー
ビ

ス
が
提
供
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
き
て
い
る
こ
と
。
税
務
当
局

の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
活
動
の

向
上
を
目
標
に
し
て
い
る
こ

と
。
今
ま
で
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
活
動
に
よ
り
、
効
果
と
効

率
が
向
上
し
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
税
務

行
政
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
税
務
行
政

の
未
来
を
見
つ
め
て
展
開
を
考

え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
実
務
面

で
、
時
に
は
面
倒
な
作
業
に
依

存
す
る
現
在
の
方
法
論
と
の
決

別
す
る
機
会
と
し
て
、
今
ま
で

は
、
納
税
者
に
よ
る
自
発
的
な

税
務
法
令
を
遵
守
し
て
い
る
か

ど
う
か
の
確
認
と
、
税
務
法
令

が
遵
守
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に

対
処
す
る
た
め
に
人
的
・
物
的

資
源
を
大
量
に
消
費
す
る
調
査

や
監
査
が
行
わ
れ
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
、
人
的
・
物
的

資
源
を
大
量
に
消
費
す
る
調
査

や
監
査
は
、
経
済
と
社
会
の
デ

ジ
タ
ル
化
の
進
展
を
通
じ
て
、

周
囲
で
起
こ
っ
て
い
る
変
化
の

性
質
や
社
会
一
般
は
、
各
国
ご

と
に
異
な
る
税
務
行
政
モ
デ
ル

を
容
認
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、
実
際
に
そ
れ
は
実

行
さ
れ
て
い
る
。
こ
のTax

A
dm
inistration

3.0

の
モ

デ
ル
で
は
、
税
務
行
政
プ
ロ
セ

ス
の
デ
ザ
イ
ン
に
お
い
て
、
あ

ら
か
じ
め
、
納
税
者
が
日
常
生

活
や
ビ
ジ
ネ
ス
で
使
用
す
る
シ

ス
テ
ム
の
中
に
自
然
に
組
み
込

ま
れ
て
い
る
こ
と
を
想
定
し
て

い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
デ
ジ
タ

ル
化
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
税
務
行
政
を
よ
り

シ
ー
ム
レ
ス
な
状
況
に
す
る
。

そ
れ
は
、
時
間
の
経
過
と
と
も

に
ス
ム
ー
ズ
に
な
り
、
管
理
上

の
負
担
が
大
幅
に
軽
減
さ
れ
る

可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
ビ
ジ
ョ

ン
の
達
成
は
、
納
税
者
、
政

府
、
民
間
部
門
の
他
の
部
門
と

の
共
同
連
携
に
か
か
っ
て
い

る
。
そ
の
た
め
に
、
関
係
者
と

の
協
議
の
ほ
か
、
税
務
政
策
立

案
者
と
の
協
議
も
行
う
必
要
が

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
幅
広
い
接

続
性
の
重
要
な
先
駆
者
と
な

り
、
デ
ー
タ
の
使
用
と
国
家
シ

ス
テ
ム
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
対

す
る
信
頼
が
強
化
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
。

こ
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
ペ

ー
パ
ー
で
の
目
的
は
、
も
ち
ろ

ん
、
こ
れ
が
唯
一
の
可
能
な
結

果
で
あ
る
と
示
唆
す
る
こ
と
で

は
な
い
。
ま
た
、
将
来
的
に
税

務
行
政
が
完
全
に
自
動
化
さ
れ

る
こ
と
も
あ
り
え
な
い
と
い
う

こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
各
国
税
務
当
局
に

は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
出
発
点
と

異
な
る
優
先
順
位
が
あ
る
と
い

う
こ
と
で
、
完
全
に
全
世
界
的

に
統
一
し
て
デ
ジ
タ
ル
化
す
る

こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
む
し

ろ
、私
た
ち
が
、内
外
で
ど
の
よ

う
に
協
力
す
る
の
が
最
善
で
あ

る
か
に
つ
い
て
の
議
論
を
し
て

い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。税
務
行
政
は
、納
税

者
の
納
税
環
境
に
組
み
込
ま
れ

た
シ
ス
テ
ム
を
も
と
に
し
て
税

務
管
理
方
法
の
構
成
要
素
に
基

づ
い
て
、
よ
り
各
国
と
緊
密
に

連
携
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

3
�
税
務
行
政
に
お
け
る
Ｄ
Ｘ
の
将
来
像

世
界
的
に
は
、
国
家
の
主
権

が
存
在
す
る
の
で
全
世
界
レ
ベ

ル
の
統
一
さ
れ
た
デ
ジ
タ
ル
化

は
行
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
た

だ
し
、
部
分
的
に
は
国
同
士
が

連
携
す
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
構

築
は
考
え
ら
れ
る
し
、
一
部
で

運
用
さ
れ
て
い
る
。

わ
が
国
の
税
務
行
政
の
Ｄ
Ｘ

に
目
を
向
け
る
と
、
税
務
手
続

面
で
の
大
き
な
変
化
が
期
待
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
税
務
行

政
を
よ
り
強
靱
か
つ
機
動
的
に

す
る
に
は
、
今
後
は
デ
ジ
タ
ル

化
の
推
進
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト

と
な
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
国

全
体
の
連
携
能
力
の
強
化
が
必

要
で
あ
る
。
そ
れ
は
結
果
と
し

て
、
税
務
行
政
の
性
質
を
変
え

る
こ
と
と
な
る
と
考
え
ら
れ

る
。
Ｄ
Ｘ
を
推
進
し
て
い
く
上

で
、
税
務
当
局
と
納
税
者
に
と

っ
て
は
、
関
連
コ
ス
ト
の
負
担

が
伴
う
。し
か
し
、目
標
を
明
ら

か
に
し
て
、
到
達
方
法
を
定
め

て
、
そ
こ
に
焦
点
を
絞
っ
て
、

国
境
を
越
え
た
相
互
運
用
性
を

模
索
し
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
強
化

し
て
、
標
準
化
を
図
り
、
利
害

関
係
者
と
の
集
団
的
な
議
論
を

進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

1

本
稿
で
は
、
適
格
請
求
書
保

存
方
式
に
つ
い
て
、
個
別
に
特

定
す
る
必
要
が
な
い
場
合
に
、

イ
ン
ボ
イ
ス
方
式
と
表
現
し
同

義
に
扱
う
。
ま
た
、
本
稿
に
お

い
て
は
、「
電
子
イ
ン
ボ
イ
ス
」

で
な
く
「
デ
ジ
タ
ル
イ
ン
ボ
イ

ス
」
と
い
う
表
現
を
使
用
し
て

い
る
。

こ
の
「
デ
ジ
タ
ル
イ
ン
ボ
イ

ス
」
は
デ
ー
タ
が
標
準
化
さ
れ

て
い
る
も
の
を
い
う
事
と
す

る
。
単
な
る
ス
キ
ャ
ナ
ー
で
ス

キ
ャ
ン
し
た
も
の
で
デ
ー
タ
活

用
で
き
な
い
も
の
は
電
子
イ
ン

ボ
イ
ス
と
い
う
。
デ
ジ
タ
ル
イ

ン
ボ
イ
ス
推
進
協
議
会
（E

-
Invoice

Prom
otion

A
ssoc

iation：
EIPA

）
に
お
い
て
、

当
初
、「
電
子
イ
ン
ボ
イ
ス
」
と

い
う
表
現
で
あ
っ
た
が
、
デ
ー

タ
が
標
準
化
し
て
い
る
場
合

は
、
す
べ
て
「
デ
ジ
タ
ル
イ
ン

ボ
イ
ス
」
と
い
う
表
現
に
統
一

す
る
。

2

政
府
Ｃ
Ｉ
Ｏ
ポ
ー
タ
ル
、

https://cio.go.jp
/digi-

gov- actionplan.p81.

（
令
和

6
年
8
月
20
日
最
終
確
認
）。

3

https://w
w
w
.nta.go.jp

/about/introduction/tor
ikum

i/digitaltransform
ation2023/index.htm

（
令

和
6
年
8
月
20
日
最
終
確
認
）。

4

https://w
w
w
.nta.go.jp

/about/introduction
/tori

kum
i/
digitaltransform

a
tion2023/index.htm

（
令
和

6
年
8
月
20
日
最
終
確
認
）。

5

こ
の
「
税
務
行
政
の
将
来
像

2
0
2
3
年
版
」
で
は
、次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

①
納
税
者
の
利
便
性
の
向
上

普
段
は
税
に
な
じ
み
の
な
い

方
で
も
、
日
常
使
い
慣
れ
た
デ

ジ
タ
ル
ツ
ー
ル
（
ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
、
パ
ソ
コ

ン
な
ど
）
か
ら
簡
単
・
便
利
に

手
続
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
環

境
構
築
を
目
指
す
な
ど
、
こ
れ

ま
で
以
上
に
�
納
税
者
目
線
�

を
大
切
に
、
各
種
施
策
を
講
じ

ま
す
。

②
課
税
・
徴
収
事
務
の
効
率
化
・

高
度
化
等

業
務
に
当
た
っ
て
デ
ー
タ
を

積
極
的
に
活
用
し
ま
す
。
地
方

公
共
団
体
等
、
他
の
機
関
へ
の

照
会
等
も
デ
ジ
タ
ル
化
を
進
め

ま
す
。

③
事
業
者
の
デ
ジ
タ
ル
化
促
進

事
業
者
の
業
務
の
デ
ジ
タ
ル

化
を
促
す
施
策
も
実
施
し
ま

す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
経
済
取

引
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
つ
な
が
る

こ
と
で
、
事
業
者
が
日
頃
行
う

事
務
処
理
の
一
貫
し
た
デ
ジ
タ

ル
処
理
を
可
能
と
し
、
生
産
性

の
向
上
等
を
図
り
ま
す
。

https://w
w
w
.nta.go.jp

/about/introduction
/tori

kum
i
/
digitaltransform

a

tion2023/index.htm

（
令
和

6
年
8
月
20
日
最
終
確
認
）

6

2
0
2
2
年
9
月
28
日
か
ら

30
日
ま
で
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の

シ
ド
ニ
ー
に
お
い
て
、
第
15
回

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
税
務
長
官
会
議
（
Ｆ

Ｔ
Ａ
：
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

Forum
on
Tax

Adm
inistration

）

が
対
面
で
開
催
さ
れ
た
。
早
川

美
希
稿
「
第
15
回
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
税

務
長
官
会
議
」
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス

（
2
0
2
3
年
1
月
）
21
頁
。

7

早
川
美
希
、
前
掲
稿
、
23
頁
。

8

早
川
美
希
、
前
掲
稿
、
23
頁
。

9

https://w
w
w
.oecd.org/

tax/forum
- on- tax- adm

ini
stration/publications - and-
products/tax

- adm
inistra

tion - 3- 0- the- digital- trans
form

ation
- of- tax

- adm
ini

stration.htm

（
令
和
6
年
8

月
20
日
確
認
）。
ま
た
、
令
和
4

年
に
は
、
改
訂
版
で
あ
る「Tax

A
dm
inistration

3.0 - U
p

D
ate
N
ext
Steps

」
を
公
表

し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
3
・

0
版
を
中
心
に
必
要
に
応
じ
て

改
訂
版
を
盛
り
込
ん
で
述
べ
て

い
く
こ
と
と
す
る
。

10

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
、Tax

Adm
ini

stration
3.0

山元 俊一〔豊島〕

日
本
税
務
会
計
学
会

令
和
6
年
2
月
月
次
研
究
会
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